
 

 

 

令和８年 第４回 

幕別町選挙管理委員会議案 

 

令和８年２月５日 17：30 

幕別町役場 応接室 

 

 

幕別町選挙管理委員会 

 

 

［審議議案一覧］ 

報告第２号  専決処分した事件の承認について（期日前投票所の投票管理者の変

更について） 

報告第３号  専決処分した事件の承認について（期日前投票所の投票立会人の変

更について） 

議案第20号  選挙人名簿登録者の抹消について 

議案第21号  開票立会人の決定について 

その他 
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報告第２号  専決処分した事件の承認について（期日前投票所の投票管理者の変更に

ついて） 

 

 幕別町選挙管理委員会規程（昭和50年選挙管理委員会規程第３号）第10条の規定によ

り、次のとおり専決処分したので、報告し承認を求める。 

 

専決処分第２号 

 

専 決 処 分 書 

幕別町選挙管理委員会規程（昭和50年選挙管理委員会規程第３号）第10条の規定によ

り、次のとおり専決処分する。 

 

令和８年１月29日 

 

幕別町選挙管理委員会委員長 宮本 真由美  

 

期日前投票所の投票管理者の変更について 

 

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票

所の投票管理者について、次のとおり変更する。 

 

期日前投票所名 職務を行うべき日 変更前 変更後 

幕別町役場 

期日前投票所 

令和８年１月31日 
音更町 

九本 淳子 

帯広市 

中田 周呼 

令和８年２月１日 
幕別町 

柴谷 隆次 

音更町 

九本 淳子 

札内コミュニティ

プラザ 

期日前投票所 

令和８年１月31日 
幕別町 

平井 慎也 

幕別町 

髙田 麻菜美 
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報告第３号  専決処分した事件の承認について（期日前投票所の投票立会人の変更に

ついて） 

 

 幕別町選挙管理委員会規程（昭和50年選挙管理委員会規程第３号）第10条の規定によ

り、次のとおり専決処分したので、報告し承認を求める。 

 

専決処分第３号 

 

専 決 処 分 書 

幕別町選挙管理委員会規程（昭和50年選挙管理委員会規程第３号）第10条の規定によ

り、次のとおり専決処分する。 

 

令和８年１月29日 

 

幕別町選挙管理委員会委員長 宮本 真由美  

 

期日前投票所の投票立会人の変更について 

 

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票

所の投票立会人について、次のとおり変更する。 

 

期日前 

投票所名 
立会年月日 変更前 変更後 

忠類コミュニ

ティセンター 

期日前投票所 

令和８年１月30日 
幕別町  

辻 千亜紀 

幕別町  

伊藤 江美子 

令和８年２月１日 
幕別町  

辻 千亜紀 

幕別町  

大坂 亜里美 

令和８年２月４日 
幕別町  

辻 千亜紀 

幕別町  

姉﨑 眞知子 
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議案第20号  選挙人名簿登録者の抹消について 

 

公職選挙法第28条の規定により、次の者を選挙人名簿から抹消する。 

 

〔死 亡〕 

投票区 投票所 住       所 氏    名 性別 生年月日 死亡年月日 

  略 
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議案第21号  開票立会人の決定について 

 

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査における開票立会人

を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第62条第２項の規定により、次のとおり決定

する。 

 

１ 小選挙区選出議員選挙における開票立会人 

 ⑴ 届出による者 

候補者 政党名 
立 会 人 

届出年月日 
住 所 氏 名 

中川 こういち 自由民主党 幕別町 早苗 晃平 令８.２.２ 

石川  かおり 中道改革連合 幕別町 地富久穂 令８.２.２ 

 

 ⑵ 選任による者 

  届出による立会人の数が２人だったため、公職選挙法第62条第８項の規定により、

次のとおり開票立会人１人を選任する。 

立会人となるべき者 
党派 備考 

住所 氏名 

幕別町 大留 有多子 無所属  

 

２ 比例代表選出議員選挙における開票立会人 

⑴ 届出によるもの 

政党名 
立 会 人 

届出年月日 
住 所 氏 名 

日本共産党 幕別町 荒  貴賀 令８.１.31 

自由民主党 幕別町 松田 俊哉 令８.２.２ 

中道改革連合 幕別町 岡本眞利子 令８.２.３ 

 

 



 5 

                                        

 

【公職選挙法】 

（開票立会人） 

第62条   略 

２ 前項の規定により届出のあつた者（次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る

者を除く。以下この条において同じ。）が、十人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を

超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としな

ければならない。 

⑴～⑷   略 

３   略 

４ 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるもの

が三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人

以外の者は、開票立会人となることができない。 

５～８   略 

９ 第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は開票立会人が選挙の期日の前日までに三人に達しな

くなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき又は

開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなく

なつたときは開票管理者において、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録

された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなけれ

ばならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党その他の政治団体、同項

の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は市

町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の政治団体と同一の政党そ

の他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出

政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じ

て三人以上選任することができない。 

10及び11   略 

 

【公職選挙法施行令】 

（開票立会人の氏名等の通知） 

第70条の２ 市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第二項若しくは第四項の規定により開票立会人が定まつた場

合又は同条第八項若しくは第九項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合には、

直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及

び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者

届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参

議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員

会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立会人の立ち会う

開票所の開票管理者に通知しなければならない。 

 

【最高裁判所裁判官国民審査法】 

第19条（開票に関する事務の担任） 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開

票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。 

２ 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人となるものとする。ただ

し、開票管理者が、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第八条の選挙人名簿

に登録された者の中から、本人の承諾を得て、審査における開票立会人三人を選任した場合は、この限りで

ない。 


